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２０１９年度 明治大学法科大学院 論文試験問題 

 

【民 法】 

 

問題１ 以下の事実を読んで、各小問に解答しなさい。各小問は独立の問題で

あり、特に指示がない場合には判例に基づいて解答しなさい。 

［事実］ 

２００１年４月１日、ＡはＢとの間で、Ｂが所有する甲建物につき、賃貸期

間を２００１年４月１日から２０２０年３月３１日までの２０年として、賃貸

借契約（以下「契約１」という）を締結した。契約１は、Ｂが自己の所有して

いる土地上に賃貸用マンションを建築した上、不動産管理会社であるＡが転貸

目的で借り受け、管理等も行うという内容であった。契約１には、賃料につき

「（１）賃料は年額１０００万円とする。（２）賃料は５年ごとに見直し、１０%

増額する。」とする定めが含まれていた。ＡＢ間では契約１に先立って事前交渉

が行われており、本件の賃料および賃料増額については、Ｂが甲建物を建築し

た際に銀行から受けた融資の返済計画を考慮して定められたものであった。 

契約１が締結されて、しばらくは、Ａの見込みどおり転借人も集まっており、

第１回の賃料の見直しでは契約１（２）の定めに従い賃料は１１００万円に増

額されたが、その後、賃料相場は下落し、また思うように転借人が集まらず、

当初の転借料を安くせざるを得なくなっていた。２００９年１０月頃、ＡはＢ

に対して、相場（当時７００万円ほどであった）に比べて契約１の賃料が高す

ぎるので第２回の賃料の見直しでは、年額９００万円に減額してほしいと要望

したが、Ｂは、契約１（２）の定めの通り１０%を増額した年額１２１０万円を

主張している。 

一方、Ｃは、資材置場に使用するつもりで２００９年９月１日、自宅からや

や離れたところにある乙土地を所有者であるＢから年額１００万円で賃借した

（以下「契約２」という）。契約２は、建物所有を目的としたものではなく、ま

た賃借権の登記をするためにはＢに多額の費用を支払う必要があり、特に対抗

要件を備えていなかった。Ｃは、しばらく乙土地を使用する必要がなかったが、

資材を一時管理する必要ができたため、契約２締結から半年が経過した２０１

０年３月１日に初めて乙土地に行くことになった。すると、乙土地にＤが砂利

などを置いており、Ｃが使用することはできない状態になっていた。ＣはＤに

退去を求めたが、Ｄは退去に応じなかった。ＣはＢにＤを退去させるよう求め

たが、Ｂは多忙を理由に直ちに対処してくれそうにない。現在は、２０１０年

４月 1日とする。 
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小問１ ＡはＢに対して契約１について賃料の減額を請求することを考えて

いる。その際、①Ａはどのような根拠に基づいて賃料の減額を請求するか。

②それに対して考えられるＢの反論を示した上、Ａの請求が認められるか解

答しなさい。なお、具体的な賃料額がいくらになるかについては解答する必

要はない。 

 

小問２ ＣはＤに乙土地からの退去を請求しようと考えている。①どのような

法的構成に基づくことが考えられるか、要件を示しなさい。②このとき、Ｄ

がＢから賃借権の設定を受けていた場合と、不法占拠者であった場合に分け

て、Ｃの請求が認められるか解答しなさい。 

 

問題２ 以下の事実を読んで、各小問に解答しなさい。各小問は独立の問題で

ある。 

［事実］ 

Ａは、Ｂに対して５００万円の金銭債権を有していた（甲債権。弁済期は２

０１８年９月１５日）。２０１８年２月１０日、Ｃは、債権譲渡契約によってＡ

より甲債権を譲り受け、その旨が内容証明郵便によってＡからＢに通知され、

その通知書は同月１２日にＢに到達した。他方、Ａに対して売掛代金債権を有

していたＤは、その債権の強制執行として甲債権を差し押さえ、その差押命令

は同月１２日にＢに送達された。なお、上記債権譲渡通知書と上記差押命令は、

同時にＢのもとに到達したものとする。 

 

小問１ ２０１８年１０月２０日、ＣがＢに対して甲債権の支払を請求した。

認められるか。 

 

小問２ 上記［事実］に加え、次の事実が存在した。 

追加事実［ところで、２０１８年４月３０日、ＡＢ間で、ＢがＡに５００

万円を貸し付ける旨の契約が成立し、同日直ちに５００万円が引き渡された。

これによってＢがＡに対して取得する債権を乙債権とし、その弁済期は２０

１８年１０月３日である。］ 

小問１でＣの請求が認められると仮定して、その請求に対し、Ｂは乙債権

を自働債権とする相殺をもって対抗できるか。 

 

小問３ 小問２同様の追加事実が存在した。２０１８年１０月２０日、Ｄは、

Ｂに対し、上記差押命令に基づく取立権を行使した（民事執行法１５５条）。

Ｂは、これに対し、乙債権を自働債権とする相殺をもって対抗できるか。 


